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ごあいさつ 

 

近年、全国的な人口減少が進む中、既存住宅等の老朽化を

はじめ、社会ニーズの変化や産業構造の変化等に伴い、空

家等の増加が大きな社会問題となっています。特に、適切

に管理されない空家等がそのまま放置されると、防災、衛

生、景観面等で、市民生活に深刻な影響を及ぼすため、より

効果的な空家等対策を実施する必要があります。 

こうした中、本市では、平成 28年度に「茨木市空家等対策計画」を策定し、空家等

の発生抑制、適正管理や利活用等に関して各施策を講じてまいりました。このたび、計

画期間満了に伴い、令和５年度空家等実態調査の結果や空家等対策の推進に関する特別

措置法の一部を改正する法律（令和５年 12月施行）、また、これまでの空家対策の進捗

等を踏まえ、前計画を改正し、「第２期茨木市空家等対策計画」を策定いたしました。 

本計画では、「予防抑制」「適正管理」「利活用」の３つの方針を柱としたこれまでの

取組の充実と強化とともに、所有者等や地域住民などが自ら取り組む対応の促進を加え

た、総合的な対策の推進を図るものであります。今後はこの取組方針をもとに、所有者

等、地域住民等、事業者及び市が協力し、それぞれの立場で空家等対策に取り組む必要

がありますので、皆さまのより一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 

最後になりましたが、本計画の改定にあたりまして、熱心に議論していただきました

空家等対策協議会委員をはじめ、関係各位に厚くお礼申し上げます。 

 

令和７年（2025年）３月 

茨木市長   福岡  洋一  
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